
各書類の郵送にあたって  

＜市街地環境設計制度以外の建築基準法に基づく許可・認定（敷地面積の最低限度、接道、仮設建築物を除く）＞ 
 
申請内容や添付書類に不備が無いように申請内容の事前協議を済ませていただき、郵送される際にも

必ず事前の連絡をお願いします。 
 
※建築基準法第 43条第 2項に基づく許可（接道）に関する書類は直接窓口にご提出ください。 
※建築基準法第 53条の２（敷地面積の最低限度）、第 85条（仮設建築物）に基づく許可に関しては、次の各ページを 
ご確認ください。 
敷地面積の最低限度：https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kyoka/53no2.html 
仮設建築物  ：https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kakunin/sodan/soudan-flow.html 

 
□事前協議・郵送先 
 〒231-0005 中区本町６丁目 50番地 10 市庁舎 25階 
 建築局市街地建築課 市街地担当 
 電話番号：045-671-4525  Eメール：kc-shigaichikenchiku@city.yokohama.jp 
 
□各書類の郵送可否一覧 

郵送可否 書類名 

〇 郵送可能なもの 名義変更届 ※ 
✕ 郵送できないもの 許可申請書 

認定申請書 
取下届 

事前協議の終了後、 
郵送可能なもの 

変更可否や内容の調整等 
十分な事前協議が必要なため、
まずはご連絡ください。 

許可・認定に関する計画変更承認申請書 ※ 

 ※のついた書類は副本の返却が必要のため、必ず返信用封筒を同封ください。 
 
□郵送方法 
 提出及び返送ともに①信書の送付②対面受取③追跡全てが可能な方法（レターパックプラスなど）のみ
の対応とさせていただきます。 
 返送用封筒には、お届け先に関する情報を全てご記入いただき、追跡用のシール等は剥がさずに同封し
てください。 
 
□注意点 
・提出書類に不備があった場合は、手続きを進められませんので郵送前に十分ご確認ください。 
・返送用封筒が同封されていない場合や修正が必要な場合等、窓口での受取をお願いする場合があります。 
・申請書および通知書の効力が生じるのは到達日からとなりますので、余裕をもった申請をお願いします。 
 
郵送にあたってご不明な点がありましたら、事前協議先までお問合せください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kyoka/53no2.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kakunin/sodan/soudan-flow.html
mailto:kc-shigaichikenchiku@city.yokohama.jp

